ユニオン用パッキンの承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するユニオン用パッキンについての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（ユニオン用パッキン種別、および形状・寸法）

　別紙及び付図１のとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	ユニオン用パッキン
承認願
	 承認申請するユニオン用パッキンの型式を
「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１に基づいた構造
図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	ユニオン用パッキンの製造体制と供給
体制が安定していること（年間・月間製
造能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、日本水道協会規格及び付図１に適
合していること（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

ユニオン用パッキン承認願
    次のユニオン用パッキンについて、承認していただきたく関係書類を
添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　ユニオン用パッキン
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

 （うちユニオン用パッキン従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請ユニオン
用パッキンの月間
製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）ユニオン用パッキンの形状・寸法

１）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。


1 パッキンの材質は、SBR、ハイスチレン樹脂使用の合成ゴムとし、加硫成製品又は平板より打抜いたものとする。
2 パッキンはオーク色を標準とし、均一な組織で肉厚均等なもので両面は平滑(パフ仕上げ)でなければならない。
3 パッキンはキズ、ヒビ、アワ、ワレ、ス、異物その他使用上有害な欠点があってはならない。
4 パッキンは耐摩耗性に富み、水に臭気又は味を与えたり、水に溶解して水質に悪影響を与えるものであってはならない。
5 パッキンはJIS　K　6353および日本水道協会制定「水道用ゴム衛生試験方法」により試験を行った場合、つぎの規定に適合しなければならない。
〇物理試験
　1)伸び　　　　         200％以上
　2)引張強さ　　　       9MPa以上
　3)デュロメータ硬さ     85～90
〇衛生試験
　1)濁度　　　　   　    1度以下
　2)色度　　　　　 　 　 5度以下
　3)過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量　5mg/l以下
　4)残留塩素消費量　　　 1.5mg/l以下
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付図１付図








